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秋
田
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長

米

田

進

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

秋
田
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
七
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
秋
田
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
設
置
す
る
学
校
運
営
協
議

会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
設
置
等
）

第
二
条

教
育
委
員
会
は
、
法
第
四
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
に
掲
げ
る
学
校
に
協
議
会
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

２

教
育
委
員
会
は
、
協
議
会
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
対
象
学
校
（
当
該
協
議
会
が
そ
の
運
営
及
び
当
該
運
営
へ

の
必
要
な
支
援
に
関
し
て
協
議
す
る
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
校
長
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

（
学
校
の
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
に
定
め
る
事
項
等
）

第
三
条

法
第
四
十
七
条
の
六
第
四
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

学
校
の
教
育
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

二

学
校
組
織
の
編
成
に
関
す
る
こ
と
。

三

学
校
予
算
の
執
行
に
関
す
る
こ
と
。

四

学
校
施
設
及
び
設
備
等
の
管
理
及
び
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

２

対
象
学
校
の
校
長
は
、
法
第
四
十
七
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
得
た
同
項
に
規
定
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
的
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な
方
針
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
当
該
対
象
学
校
の
運
営
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
意
見
聴
取
）

第
四
条

協
議
会
は
、
法
第
四
十
七
条
の
六
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該

対
象
学
校
の
校
長
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
意
見
の
対
象
と
な
る
事
項
等
）

第
五
条

法
第
四
十
七
条
の
六
第
七
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
基
本
的
な
方
針
の
実
現
に
資
す
る
事
項
（
特
定
の
個
人
に

関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

前
条
の
規
定
は
、
協
議
会
が
法
第
四
十
七
条
の
六
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

(

委
員
）

第
六
条

協
議
会
の
委
員
（
以
下
「
委
員
」
と
い
う
。
）
は
、
十
五
人
以
内
と
す
る
。

２

教
育
委
員
会
は
、
委
員
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
対
象
学
校
の
校
長
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

３

法
第
四
十
七
条
の
六
第
二
項
第
四
号
の
教
育
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

対
象
学
校
の
校
長

二

学
識
経
験
の
あ
る
者

三

関
係
行
政
機
関
の
職
員

四

そ
の
他
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
者

（
委
員
の
任
期
等
）

第
七
条

委
員
の
任
期
は
、
任
命
の
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
守
秘
義
務
等
）

第
八
条

委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

委
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
を
行
う
こ
と
。

二

委
員
と
し
て
の
地
位
を
営
利
行
為
、
政
治
活
動
及
び
宗
教
活
動
に
利
用
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
又
は
対
象
学
校
の
運
営
に
著
し
く
支
障
を
来
す
言
動
を
行
う
こ
と
。

（
委
員
の
解
任
）

第
九
条

教
育
委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
委
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

委
員
か
ら
辞
任
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。

二

委
員
が
前
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

三

委
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

２

教
育
委
員
会
は
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
委
員
を
解
任
す
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
長
及
び
副
会
長
）

第
十
条

協
議
会
に
会
長
及
び
副
会
長
一
人
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。

２

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
協
議
会
を
代
表
す
る
。

３

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
会
議
）

第
十
一
条

協
議
会
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
は
、
会
長
が
招
集
し
、
そ
の
議
長
と
な
る
。
た
だ
し
、
会
長
及
び
副
会
長
が
選

出
さ
れ
て
い
な
い
と
き
又
は
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
対
象
学
校
の
校
長
が
招
集
し
、
そ
の
議
長
と
な
る
。
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２

会
議
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

会
議
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

４

会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
対
象
学
校
の
校
長
と
協
議
の
上
、
委
員
以
外
の
者
に
会
議
へ
の
出
席
を
求
め
て
意
見
を
聴

く
こ
と
が
で
き
る
。

５

会
長
は
、
会
議
録
を
作
成
し
、
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
議
の
公
開
）

第
十
二
条

会
議
は
、
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

会
議
を
傍
聴
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
会
長
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

傍
聴
人
は
、
会
議
の
議
事
を
妨
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
部
会
）

第
十
三
条

協
議
会
に
、
そ
の
所
掌
す
る
協
議
事
項
の
う
ち
特
定
の
事
項
を
協
議
す
る
た
め
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
情
報
提
供
及
び
学
校
運
営
に
関
す
る
評
価
）

第
十
四
条

協
議
会
は
、
対
象
学
校
に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者
及
び
地
域
の
住
民
に
対
し
協
議
会
の
協
議
の
結
果
に
関
す
る
情
報
を
積
極

的
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

２

協
議
会
は
、
対
象
学
校
の
運
営
の
状
況
に
つ
い
て
、
毎
年
度
点
検
及
び
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

協
議
会
は
、
毎
年
度
終
了
後
速
や
か
に
、
教
育
委
員
会
に
対
し
協
議
会
の
運
営
の
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
導
及
び
助
言
）

第
十
五
条

教
育
委
員
会
は
、
協
議
会
の
運
営
の
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
協
議
会
に
対
し
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と

す
る
。

（
委
任
）
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第
十
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
運
営
そ
の
他
協
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

一

秋
田
県
立
矢
島
高
等
学
校

二

秋
田
県
立
ゆ
り
支
援
学
校


